
別表六の二（一） 「連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、連結法人が当期中に支払を受ける利子及び配当等並びに償還差益について課され

た所得税の額について、法第８１条の１４第１項�連結事業年度における所得税額の控除�の規定によ
り当期の連結所得に対する法人税の額からその所得税の額の控除を受ける場合に使用します。

２ 記載の手順

この明細書は、まず、中段の「公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又

は集団投資信託（合同運用信託を除く。）の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」及び

「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の各欄（「７」から「２１」まで）を記載し、次に上

段の各欄（「１」から「６」まで）を記載します。

下段の「個別帰属額の計算」の各欄には、令第１５５条の４４�連結法人税額から控除する所得税額
の個別帰属額の計算�の規定により各連結法人に帰せられる金額について、各連結法人ごとに別葉
に記載します。

３ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に「個別帰属額の計算」の「連結法人名」欄に

記載した連結法人の法人名を記載します。

「公社債の利子等２」 公債又は社債の利子のほか、割引債に係る償還差益

がある場合には、その償還差益を含めて記載します。

「集団投資信託（合同

運用信託を除く。）の

収益の分配４」

証券投資信託の収益の分配の額のうち、措置法第

６８条の１０３に規定する特定株式投資信託の収益の分

配の額がある場合には、その額を上段に内書として

記載します。

「その他５」 所得税法第１７４条第３号から第１０号までに規定する

給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金

の支払を受けた場合並びに懸賞金等の額及びみなし

配当等の額がある場合に、それらの金額を記載します。

なお、内書には、所得税法第１７４条第３号から第

８号までに規定する給付補てん金、利息、利益又は

差益の額及びみなし配当の額並びに措置法第４１条の

９第２項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の

額を記載します。

この内訳は、下欄の

「その他に係る控除を

受ける所得税額の明

細」に記載します。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「収入金額①」 当期中に支払を受ける金額（所得税込みの金額を

いい、利子等については、当期末までにその利払期

の到来しているものに限ります。）を記載し、「①に

ついて課される所得税額②」には、その支払を受け

る金額について課される所得税の額を記載します。

「②のうち控除を受け

る所得税額③」の各欄

� 「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

１」及び「その他５」には、「①について課され

る所得税額②」の金額をそのまま記載します。

� 「公社債の利子等２」、「剰余金の配当、利益の

配当及び剰余金の分配（みなし配当等を除く。）

３」及び「集団投資信託（合同運用信託を除

く。）の収益の分配４」には、利子配当等の計算

期間のうち元本を所有していた期間（以下「元本

の所有期間」といいます。）に対応する部分の額

のそれぞれの合計額を、「公社債の利子等、剰余

金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団

投資信託（合同運用信託を除く。）の収益の分配

に係る控除を受ける所得税額の計算」の「個別法

による場合」又は「銘柄別簡便法による場合」の

いずれかの方法により計算して記載します。

「公社債の利子等、剰

余金の配当、利益の配

当及び剰余金の分配又

は集団投資信託（合同

運用信託を除く。）の

収益の分配に係る控除

を受ける所得税額の計

算」の各欄

元本の所有期間に対応する部分の額の計算につい

て、令第１５５条の２６第２項�種類、銘柄及び元本の

所有期間の異なるものごとに、個別に計算する方

法�の規定の適用を受ける場合には「個別法による

場合」の各欄を、同条第３項�元本の増加分につい

て所得税額の２分の１を控除する簡便計算法�の規

定の適用を受ける場合には「銘柄別簡便法による場

合」の各欄を、それぞれ記載します。

銘柄別簡便法による

場合には、①公社債、

②株式及び出資又は③

集団投資信託（合同運

用信託を除きます。）

の受益権の３グループ

に区分し、さらにその

元本をその利子配当等

の計算の基礎となった

期間が１年を超えるも

のと１年以下のものと

に区分し、その区分に

属する元本のすべてに

ついて、その銘柄ごと

に、簡便計算法を適用

することになります。

なお、国内追加型投
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

資信託とそれ以外の投

資信託は別のグループ

に区分することができ

ます。

「利子配当等の計算期

間９」及び「�のうち

元本所有期間１０」

利子配当等が剰余金の配当若しくは利益の配当若

しくは剰余金の分配又は金銭の分配（以下「配当

等」といいます。）である場合には、その配当等

（以下「判定対象配当等」といいます。）の直前に

その判定対象配当等を支払う法人から受けた配当等

の支払に係る基準日の翌日からその判定対象配当等

の支払に係る基準日までの期間を「利子配当等の計

算期間９」に記載します。

月数は、暦に従って計算し、１月未満の端数は切

り上げます。

なお、設定により取得した国内追加型投資信託に

ついては、この欄の記載を省略し、「所有期間割合

１１」欄に、「１．０００」と記載して控除を受ける所得税

額を計算してください。

「各連結法人の利子配

当等の計算期末の所有

元本数等の合計１５」及

び「各連結法人の利子

配当等の計算期首の所

有元本数等の合計１６」

公社債については所有元本の額面金額により、口

数の定めがない出資については所有元本の金額によ

り、その他のものについては所有元本の数により記

載します。

「
�－�
２又は１２

１７」
次の場合に応じ、次により記載します。

� 利子配当等の計算期間が１年以下であるものの

元本の場合…… �����
�－�
２又は１２

� 利子配当等の計算期間が１年を超えるものの元

本の場合……… �����
�－�
２又は１２

「その他に係る控除を

受ける所得税額の明

細」の各欄

「その他５」に記載した給付補てん金等について

その内訳を記載します。この場合、「控除を受ける

所得税額２１」は、その収入金額について源泉徴収さ

れた所得税の額を記載し、また、「参考」には、賞

金、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分

配、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、みなし配当等の

別、源泉徴収された所得税額を証明する書類の有

この欄に記載しきれ

ないときは、その明細

をこの内訳の様式によ

り別紙に記載して添付

してください。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

無、その他控除税額の計算について参考となるよう

な事項を記載します。

「個別帰属額の計算」

の各欄

当期の連結所得に対する法人税の額から控除され

る所得税の額のうち、各連結法人に帰せられる金額

について、各連結法人ごとに記載します。この場

合、「利子配当等以外に係る控除を受ける所得税額

のうち当該連結法人に帰せられる所得税額２６」は、

「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配１」

の「②のうち控除を受ける所得税額③」及び「その

他５」の「②のうち控除を受ける所得税額③」の各

欄の金額のうち、各連結法人に帰せられる金額を銘

柄等ごとに記載します。

この欄に記載しきれ

ないときは、その明細

をこの内訳の様式によ

り別紙に記載して添付

してください。

�注 道府県民税利子割額は、この明細書には記載しません。

４ 根拠条文

法８１の１４、令１５５の２６、１５５の４４、措置法４１の９④、４１の１２④、措置法令２６の１０③、２６の１１、措置

法規則１９の４②
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